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「適合証明技術者」登録・講習受付のご案内 
 

登録制度について 

■ 登録制度の概要 

この制度は、住宅金融支援機構のフラット 35（中古住宅）等の依頼に基づき、書類審査および現地調

査を行い、住宅金融支援機構の基準に適合しているかの判定業務を行うことのできる適合証明技術者を

登録するものです。 

※１ 適合証明業務については、適合証明技術者のほか、住宅金融支援機構と協定を締結した民間の

検査機関も業務を行うことができます。 

※２ 適合証明技術者は、中古住宅のみに関して物件検査を行うことができます。 

※３ 原則、スマートフォンを活用して調査を行います。 

 

■ 登録規程 

適合証明業務を実施する際には、登録規程を遵守する必要があります。登録申請を行う際には登録規

程の内容をよくご確認ください。 

 

■ 登録申請者 

建築士法第 23 条の３に基づく建築士事務所登録をしている開設者 

 

■「適合証明技術者」として登録できる方の要件 

登録申請予定の建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士または木造建築士であり、「適合証明

技術者業務講習」を受講し、登録を希望する方で既存住宅状況調査技術者資格を有する方。 

※１ ひとつの建築士事務所で複数の者が登録をする場合、登録申請は別々に行ってください。 

※２ すべての二級建築士および二級建築士事務所に所属する一級建築士においては、地上階数３以

上の共同建ての住宅（マンション）に係る適合証明業務に関して、建築士法第３条の２および第

３条の３に定めるものに限って行うことができます。また、すべての木造建築士および木造建築

士事務所に所属する建築士においては、マンションに係る適合証明業務を行うことができません。 

※３  「住宅金融支援機構 フラット 35（中古住宅）等適合証明技術者支援情報

（URL：https://www.kyj.jp）」（以下「支援情報サイト」という。）で適合証明技

術者の登録情報（事務所名、事務所所在地、適合証明技術者名、建築士資格種

別、TEL、FAX 等）を公開いたしますのでご了解のうえ申請してください。 

 

 

■ 登録機関 

（一社）日本建築士事務所協会連合会（登録機関事務局）、（公社）日本建築士会連合会 

 

■ 講習の受講 

登録予定建築士については、業務の重要性を十分認識していただくとともに、より的確に業務を行っ

ていただくために、「適合証明技術者業務講習」を受講していただきます。 
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登録申請と講習の申込み方法等 

■ 講習受講対象者 

建築士事務所に所属する建築士で、既存住宅状況調査技術者資格を有する者 

※ 申請時に 2026 年 4 月 1 日以降有効な資格を有していなくとも構いません。ただし、2026 年 4 月

1 日から業務を行う場合、2025 年度内に既存住宅状況調査技術者講習を修了し、資格取得後の書

類を 2026 年 2 月末までにご提出いただく必要があります。 

 

■ 登録受付期間 

2025 年 7 月 1 日（火）～7 月 31 日（木） 

※ 登録窓口により異なる場合がありますので、詳しくは各登録窓口にお問い合わせください。 

 

■ 講習会の日程 

最新の情報は、支援情報サイトをご覧ください。 

 

■ 登録窓口・講習申込先 

各都道府県の建築士事務所協会（4 ページ参照） 

 

■ 登録有効期間 

既存住宅状況調査技術者の有効期限により異なります。 

・有効期限が 2027 年 3 月 31 日の方：登録期間１年間（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日） 

・有効期限が 2028 年 3 月 31 日の方：登録期間２年間（2026 年 4 月 1 日～2028 年 3 月 31 日） 

・有効期限が 2029 年 3 月 31 日の方：登録期間３年間（2026 年 4 月 1 日～2029 年 3 月 31 日） 

 

■登録申請に必要なもの 

講習案内をご確認ください。 

 

■登録証明書の交付 

「適合証明技術者登録証明書」は、登録申請手続きと講習を受講された方へ、2026 年 3 月中旬以降、

登録機関事務局から技術者宛てに簡易書留で郵送します。 

 

■その他 

・適合証明業務開始日、適合証明業務システム利用開始日は、2026 年 4 月 1 日です。 

・登録申請以降、登録証明書交付前に登録情報が変更になった場合は、登録窓口でお手続きください

（建築士法第 23 条の３による建築士事務所についての更新の登録を受けた場合も同様です）。 

・2026 年 4 月 1 日以降に登録情報が変更になった場合は、速やかに登録窓口に変更届を提出してくだ

さい。なお、変更届提出後、新たな登録証明書を発行するまで最長１カ月程度かかる場合がありま

す。 


